
実　技　試　験

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は２０問、解答はすべて記述式です。

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる

語句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入して

ください。また、語群の語句・数値にそれぞれ番号が付してある場合は、そ

の番号のみを記入してください。

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われ

る語句・数値・記号を記入してください。

・ 試験問題については、特に指示のない限り、平成２３年４月１日現在施行の

法令等に基づいて解答してください。
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【第１問】下記の設例に基づき、次の各問（問１）～（問１０）について解答しなさい。

＜設例＞

姫川和雄さんと妻の麗子さんは、民間企業に勤務する会社員の共働き夫婦である。姫川さん夫婦は

マンション（マイホーム）の購入を検討しているが、住宅ローン返済に加えて、子どもの教育費や

自分たちの老後資金などについて不安を感じている。そこで、今後のライフプランや資産形成、家

計の見直しなどについてＦＰで税理士でもある日下さんに相談することにした。なお、下記のデー

タはいずれも平成２３年９月１日現在のものである。

［家族構成］

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

姫川　和雄 本人 昭和５３年８月２９日 ３３歳 会社員

　　　麗子 妻 昭和５６年７月１５日 ３０歳 会社員

　　　結子 長女 平成２０年４月２１日 　３歳 保育園児

［姫川家の年収］

・ 和雄さん：給与収入　４５０万円（税込み）

・ 麗子さん：給与収入　３００万円（税込み）

［自宅］

・ 賃貸マンション

・ 家賃：月額１３万円（管理費込み）

［保有金融資産（生命保険等を除く）］ 残高合計８００万円（時価）

名義 商品名 残高

普通預金 １００万円

定期預金 １５０万円

一般財形（定期預金） １５０万円
和雄さん

個人向け国債（変動１０年） １００万円

普通預金 ３０万円
麗子さん

定期預金 ２７０万円

［その他］

・ 現在、姫川家に負債はない。
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問１

　姫川さん夫婦は、マンションの購入に当たっては、毎月の返済額が徐々に少なくなるよう「元金均等

返済」での返済を検討している。３,０００万円を３０年返済、金利２.５％（年）、ボーナス返済なし

で借入れした場合の初回返済額と４９回目の返済額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、

金利は全期間固定金利、元金・利息の金額は初回も含めて月割計算とし、円未満の端数は切捨てとする。

１．（１回目）１３５,５２５円　（４９回目）１２１,２４８円

２．（１回目）１３５,５２５円　（４９回目）１２３,４７９円

３．（１回目）１４５,８３３円　（４９回目）１３５,１６８円

４．（１回目）１４５,８３３円　（４９回目）１３７,４９９円

問２

　ある休日、和雄さんは自分が運転する自動車に麗子さんと結子さんを乗せて買い物に出かけた。とこ

ろが、ショッピングセンターの駐車場に駐車中の自動車に追突してしまい、駐車していた自動車の後部

はつぶれ、車内で休憩していたドライバーの渡辺さんは、追突の衝撃でケガを負った。和雄さんの自動

車も一部が破損し（分損認定された）、和雄さんや麗子さん、結子さんもケガを負った。和雄さんが自

分の自動車に付保している自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）と自家用自動車総合保険から支払わ

れる保険金に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を

解答欄に記入しなさい。なお、過失割合は、和雄さん：渡辺さん＝１００：０とする。また、和雄さん

はこれまでに事故を起こしたことはないものとする。

（ア）渡辺さんのケガの治療費については、和雄さんの自賠責保険の支払額を超える場合、自家用自動

車総合保険の対人賠償保険から、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。

（イ）麗子さんや結子さんのケガの治療費については、和雄さんの自賠責保険の支払額を超える場合、

自家用自動車総合保険の対人賠償保険から、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が

支払われる。

（ウ）渡辺さんの自動車の損害については、和雄さんの自家用自動車総合保険の対物賠償保険から保険

金が支払われる。

（エ）和雄さんの自動車の損害については、和雄さんの自家用自動車総合保険の車両保険から保険金が

支払われるが、免責金額を設定している場合は、免責金額を差し引いた額が支払われる。
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問３

　和雄さんは、かねてから株式投資を始めたいと考えている。先日、証券会社に相談に行くと、特定口

座を開設するよう勧められた。特定口座に関する下表の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の

中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

特定口座

簡易申告口座

（源泉徴収なし）

源泉徴収口座

（源泉徴収あり）

可（平成２２年分以降）上場株式等の配当等の

受け入れ
不可

（　ア　）を選択する必要あり

口座内では不可
上場株式等の譲渡損失

と配当所得の損益通算
配当について（　イ　）を選択し、

確定申告する場合は可

口座内で可

（平成２２年分以降）

上場株式等の譲渡損失

の繰越控除
確定申告した場合は（　ウ　）繰越し可

＜語群＞

１．登録配当金受領口座方式　　　２．株式数比例配分方式　　　３．配当金領収書方式

４．総合課税　　　　　　　　　　５．申告分離課税　　　　　　６．源泉分離課税

７．　３年間　　　　　　　　　　８．　５年間　　　　　　　　９．　７年間
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問４

　和雄さんは、マンション購入に当たって、保有している個人向け国債（額面１００万円）を換金して

頭金に充てたいと考えている。仮に、平成２３年９月１日にすべて中途換金した場合の換金金額（手取

額）をＦＰの日下さんに尋ねた。下記は、和雄さんが保有している個人向け国債（変動１０年）の中途

換金の流れに関する説明である。下記の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、そ

の番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、中途換金調整額の利子の計算期間については、計算の便宜

上、６／１２ヵ月として計算することとし、計算過程および解答で円未満の端数が生じた場合は切り捨

てることとする。

＜適用利率＞

利子計算期間 適用利率（年率・税引前）

平成２０年１０月１６日～平成２１年　４月１５日 ０.６９％

平成２１年　４月１６日～平成２１年１０月１５日 ０.５０％

平成２１年１０月１６日～平成２２年　４月１５日 ０.５３％

平成２２年　４月１６日～平成２２年１０月１５日 ０.５３％

平成２２年１０月１６日～平成２３年　４月１５日 ０.２５％

平成２３年　４月１６日～平成２３年１０月１５日 ０.５１％

中途換金する平成２３年９月１日までの経過利子相当額は（　ア　）円である。なお、経過日数は

１３９日とする。

中途換金の際に差し引かれる中途換金調整額は（　イ　）円である。

従って、中途換金時の手取額は、

額面１,０００,０００円＋（　ア　）円－（　イ　）円＝（　ウ　）円である。

＜語群＞

１．　１,５５３　　　　　２．　１,９４２　　　　　３．　２,２７５

４．　３,１０６　　　　　５．　３,１２０　　　　　６．　３,９００

７．　９９７,６５３　　　８．　９９８,４３３　　　９．　９９８,８２２
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問５

　和雄さんは、マンションを購入するに当たって、不動産に関する知識を深めておきたいと考えており、

新聞の折込みに入る不動産広告などを注意して見ている。しかし、書かれている内容がいまひとつ分か

らないため、ＦＰの日下さんに、下記＜資料＞の新築分譲マンションの不動産広告から読み取ることが

できる内容の説明を受けた。不動産の広告に関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものに

は○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

＜資料：新築分譲マンションの不動産広告（一部抜粋）＞

所在地　　：神奈川県横浜市○○区△△２丁目３番地

交通　　　：□□線△△駅より徒歩１２分

構造　　　：鉄筋コンクリート造地上７階建て

敷地面積　：２,７１６.６３ｍ2

専有面積　：７５.１２ｍ2～９３.２６ｍ2

総戸数　　：５５戸

間取り　　：２ＬＤＫ＋Ｓ、３ＬＤＫ、４ＬＤＫ

価格　　　：２,８５０万円～４,２６０万円

　　　　　　最多価格帯　３,５００万円台

管理費　　：月額１２,６００円～１６,８００円（消費税込み）

修繕積立金：月額１０,０００円～１５,０００円

分譲後の敷地の権利形態：専有面積割合による所有権の共有

管理：区分所有者全員により管理組合を構成し、ＤＹ管理会社に委託

売主：株式会社ＣＲ不動産　国土交通大臣免許（６）第◇◇◇◇号

販売提携（代理）：ＰＷ不動産販売株式会社

　　　　　　　 　神奈川県知事免許（４）第○○○○号

　　　　　　　 　社団法人不動産協会会員

　　　　　　　 　社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟

　　　　　　　 　神奈川県横浜市○○区□□１丁目３番１５号

　　　　　　　 　　電話：０４５－×××－××××

（ア）専有面積は、壁の内側の部分の面積（内法面積）により表示されている。これは、不動産登記簿

に記載される面積（壁芯面積）より狭いのが通常である。

（イ）間取りの記号「Ｓ」は、建築基準法上、居室と認められない部屋があることを意味する。

（ウ）この物件を購入した人は区分所有者となり、区分所有者は管理組合の組合員となる。

（エ）ＰＷ不動産販売は売主であるＣＲ不動産の代理で販売を行うため、この新築分譲マンションを購

入する場合、購入者はＰＷ不動産販売に販売に係る媒介手数料を支払う必要がある。
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問６

　和雄さんは、マンション取得時に、父から頭金に充当するための資金贈与を受ける予定である。この

話をＦＰの日下さんにしたところ、日下さんは、平成２３年中に住宅を取得した場合の贈与税の非課税

金額などについて、下表を用いて和雄さんに説明をした。下表の空欄（ア）～（エ）にあてはまる数値

を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこと

とする。

相続時精算課税を適用した場合 暦年課税を適用した場合

① 特別控除（　ア　）万円

② 平成２３年中の住宅取得等資金に係る贈与

税の非課税限度額

（　イ　）万円

◎合計で①＋②の金額まで贈与税は課税されま

せん。

① 基礎控除（　ウ　）万円

② 平成２３年中の住宅取得等資金に係る贈与

税の非課税限度額

（　イ　）万円

◎合計で①＋②の金額まで贈与税は課税されま

せん。

上記の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けるに当たっては、贈与を受ける人の

平成２３年の合計所得金額が（　エ　）万円以下であることが条件となります。

＜語群＞

１．　６０　　　　　 ２．　１１０　　　 　３．　１６０　　　　 ４．　１,０００

５．　１,５００　　　６．　２,０００　　　７．　２,５００　　　８．　３,０００

９．　３,５００

どちらか一方を選択
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問７

　和雄さんは、平成２３年分の所得税より、所得税の扶養控除の一部が変わったという話を聞いた。こ

の話をＦＰの日下さんにしたところ、日下さんは、下表を用いて、所得税の扶養控除の額の一部につい

て、平成２２年分と平成２３年分とを比較して和雄さんに説明をした。下表の空欄（ア）、（イ）にあて

はまる数値を解答欄に記入しなさい。

＜所得税の扶養控除の額の一部の比較表（扶養親族が同居の特別障害者である場合を除く)＞

扶養親族の年齢（※） 平成２２年分 平成２３年分

　　　　　　　１６歳未満 ３８０,０００円 　　　　０円

１６歳以上　　１９歳未満 ６３０,０００円 （　ア　）円

１９歳以上　　２３歳未満 ６３０,０００円 （　イ　）円

※原則として、その年の１２月３１日現在の年齢である。
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問８

　和雄さんは、万一重い病気にかかったときには、家族のためにも治療に専念し、しっかり治したいと

思っている。仮に、和雄さんが評価療養とされる先進医療を受けるために入院し、１ヵ月間の医療費の

総額が下図のとおり８０万円となった場合、空欄（ア）、（イ）にあてはまる金額の組み合わせとして、

正しいものはどれか。なお、問題作成の都合上、図は一部空欄（＊＊＊＊）にしてある。また、和雄さ

んの所得区分は「一般」であるものとする。

＜７０歳未満の自己負担限度額　所得区分：一般＞

８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％

保険外診療分２０万円

医療費の総額８０万円

高額療養費（　イ　）

保険外併用療養費（※）

として支給される額

（　ア　）

一部

負担金 自己負担限度額（＊＊＊＊）

※本来、一部でも保険外診療が含まれていると、その診療の全体が保険外とされるので、医療費は全額

本人負担となるところ、厚生労働大臣が定めた一定の保険外診療については、一般保険診療と共通す

る基礎部分については保険が適用され、保険外併用療養費が支給される。

１．（ア）４２０,０００円　（イ）８３,４３０円

２．（ア）４２０,０００円　（イ）９６,５７０円

３．（ア）６００,０００円　（イ）９４,５７０円

４．（ア）６００,０００円　（イ）９８,３７０円
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問９

　和雄さんの会社の同僚の山下圭吾さん（３２歳）は、交通事故により障害等級の３級に当たる障害を

負ったが、就労に支障がない部署で障害厚生年金を受給しながら勤務を続けることになった。山下さん

の障害厚生年金に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには

×を解答欄に記入しなさい。なお、山下さんには配偶者（３０歳）がいるものとする。

（ア）障害等級が３級なので障害基礎年金は支給されないが、障害厚生年金に配偶者の加給年金額が加

算される。

（イ）厚生年金保険の加入者として在職することになると、報酬に応じて障害厚生年金の一部もしくは

全部が支給停止される。

（ウ）障害厚生年金は障害の程度が３級より軽くなると支給停止され、支給停止が１年６ヵ月間継続す

ると失権する。

（エ）障害厚生年金の年金額は、厚生年金保険の加入期間が３００月未満の場合には、３００月とみな

して計算される。
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問１０

　麗子さんは、和雄さんが万一死亡した場合の遺族厚生年金の額について、ＦＰの日下さんに尋ねた。

下記の＜資料＞に基づく遺族厚生年金の額として、正しいものはどれか。

＜資料１：遺族厚生年金の額の基となる和雄さんのデータ＞

加入制度 被保険者期間 月数 平均標準報酬（月）額

平成１３年４月～平成１５年３月 　２４月 ２８万円
厚生年金保険

平成１５年４月～平成２３年７月 １００月 ３７万円

＜資料２：遺族厚生年金の額の計算式＞

遺族厚生年金の額

＝｛（ア）＋（イ）｝×１.０３１×０.９８１×３００／実際の被保険者期間の月数×３／４

（ア）平成１５年３月以前の被保険者期間

平均標準報酬月額×７.５００／１０００×平成１５年３月以前の被保険者期間の月数

（イ）平成１５年４月以後の被保険者期間

平均標準報酬額×５.７６９／１０００×平成１５年４月以後の被保険者期間の月数

※年金額の計算過程においては円未満を四捨五入、年金額は５０円未満を切り捨て、５０円以上

１００円未満を１００円に切り上げるものとする。

１．　２００,１００円

２．　２６６,９００円

３．　４８４,２００円

４．　６４５,６００円
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【第２問】下記の設例に基づき、次の各問（問１１）～（問２０）について解答しなさい。

＜設例＞

樋口明さん（５６歳）は、６０歳の定年退職を控え、退職後の生活設計を具体的に行いたいと考え

ており、ＦＰで税理士でもある氏家さんに相談することにした。なお、下記のデータはいずれも平

成２３年９月１日現在のものである。

［家族構成］

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

樋口　明　 本人 昭和３０年８月　１日 ５６歳 会社員

　　　慶子 妻 昭和３２年４月２１日 ５４歳 パートタイマー

　　　里央 長女 昭和５９年７月　８日 ２７歳 会社員・別居

　　　成美 二女 昭和６２年６月１５日 ２４歳 会社員・同居

［樋口家の状況］

・ 明さんは、大学卒業後、現在勤務している会社に就職し、今日に至る。

・ 慶子さんは、短大卒業後、数年間会社員として勤務し、その後、明さんと結婚して、出産を機

に退職した。その後は断続的にパートタイマーとして、税法上の扶養家族となる範囲内で収入

を得ている。

［樋口家の年収］

・ 明さん　：給与収入　７００万円（税込み）

・ 慶子さん：給与収入　　６０万円（税込み）

［住宅および住宅ローンの状況］

・ 住宅：持ち家（一戸建て）、時価２,５００万円（土地・建物）

・ 住宅ローン：残債７００万円（債務者は明さん、団体信用生命保険付）

［保有金融資産（生命保険等を除く）］ 残高合計１,２００万円（時価）

名義 商品名 残高

普通預金 　５０万円

定期預金 ２００万円

外貨預金 １００万円

個人向け国債 ２００万円

追加型株式投資信託 １００万円

明さん

上場株式 １５０万円

普通預金 　２０万円

定期預金 ３００万円慶子さん

純金積立 　８０万円
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［生命保険］

保険種類
契約者

（保険料負担者）
被保険者

死亡保険金
 

（給付金）

受取人

保険金額（年金額・給

付金額）

定期保険特約付

終身保険（注１）
明 明 慶子 ２,０００万円

個人年金保険

（注２）
明 明 慶子 年額６０万円

個人年金保険

（注３）
慶子 慶子 明 年額３０万円

医療保険 明 慶子 死亡給付金なし 日額５,０００円

（注１）保険金額２,０００万円のうち、終身保険に係る保険金額は２００万円である。

（注２）年金受取人は明さんである。

（注３）年金受取人は慶子さんである。

［その他］

・ 明さんの勤務先には退職一時金制度がある。
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問１１

　明さんが加入している個人年金保険の保険証券は、下記＜資料＞のとおりである。この保険証券に関

する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を、解答欄に記入し

なさい。

＜資料＞

保険証券番号　××－×××××× 保険種類　５年ごと利差配当付個人年金保険

保険契約者 樋口　明 ご印鑑

ヒグチ アキラ

樋口　明

契約年齢：４３歳　男性被保険者

１９５５年８月１日生

◯
樋
 
口

年金受取人 樋口　明

死亡給付金受取人 樋口　慶子 受取割合１０割

契約日：１９９８年８月１日

主契約の年金支払期間：１０年確定年金

主契約の保険料払込期間：６０歳払込満了

年金支払開始日：２０１５年８月１日

保険料払込方法：年１２回

保険料払込期月：毎月

配当金支払方法

年金受取開始前：積立

年金受取開始後：増加年金買増

保険料：××,×××円

■契約内容

主契約の内容 年金支払期間 基本年金額

５年ごと利差配当付個人年金保険 １０年 ６０万円（年金支払開始年齢６０歳）

特約の内容 保険期間 保険金額・給付金額

手術給付金付疾病入院特約
（本人型）

１０年

日額　　　　　　　　　５,０００円
＊病気で５日以上継続入院のとき、入院開始日からその
日を含めて５日目より入院給付金を支払います。
＊所定の手術を受けたとき、手術の種類に応じて手術給
付金（入院給付金日額の１０倍・２０倍・４０倍）を
支払います。
＊同一事由の１回の入院給付金支払い限度は１２０日、
通算して７００日となります。

災害入院特約
（本人型）

１０年

日額　　　　　　　　　５,０００円
＊ケガで５日以上継続入院のとき、入院開始日からその
日を含めて５日目より入院給付金を支払います。

＊同一事由の１回の入院給付金支払い限度は１２０日、
通算して７００日となります。

生活習慣病入院特約 １５年

日額　　　　　　　　　５,０００円
＊所定の生活習慣病で５日以上継続入院のとき、入院開
始日からその日を含めて５日目より入院給付金を支払
います。

＊同一事由の１回の入院給付金支払い限度は１２０日、
通算して７００日となります。

■その他の内容

個人年金保険料税制適格特約が付加されています。
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（ア）主契約については、個人年金に係る生命保険料控除を適用することができる。

（イ）各種特約については、個人年金に係る生命保険料控除を適用することができる。

（ウ）明さんが年金の受取りを開始した後に死亡した場合、死亡給付金が慶子さんに支払われる。

（エ）実際の事業費率が予定事業費率を下回った場合、配当金が支払われる。
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問１２

　明さんは、建物に地震保険（下記＜資料＞の約款に基づく保険）を、保険金額１,０００万円（保険

価額２,０００万円）で契約していた。明さんの建物の主要構造部が地震で損害を受け、その損害額が

８００万円であった場合、地震保険から明さんに支払われる地震保険金の合計額として、正しいものは

どれか。

＜資料＞

［地震保険普通保険約款（抜粋）］

第１条（保険金を支払う場合）

１　当会社は、この約款に従い、地震もしくは噴火またはこれらによる津波（以下「地震等」

といいます）を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険

の目的について生じた損害（地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に

必要な処置によって保険の目的について生じた損害を含みます。以下同様とします）が全

損、半損または一部損に該当するときは、保険金を支払います。

２　この約款において「全損」、「半損」および「一部損」とは、次の損害をいいます。

（１）建物（居住の用に供する建物をいいます。以下同様とします）の全損とは、建物の

主要構造部の損害の額が、当該建物の保険価額（損害が生じた地および時における

保険契約の目的の価額をいいます。以下同様とします）の５０％以上である損害ま

たは建物の焼失もしくは流失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割

合が７０％以上である損害

（２）建物の半損とは、建物の主要構造部の損害の額が、当該建物の保険価額の２０％以

上５０％未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積の当該建

物の延べ床面積に対する割合が２０％以上７０％未満である損害

（３）建物の一部損とは、建物の主要構造部の損害の額が、当該建物の保険価額の３％以

上２０％未満である損害

（４）生活用動産の全損とは、生活用動産の損害の額が、当該生活用動産の保険価額の

８０％以上である損害

（５）生活用動産の半損とは、生活用動産の損害の額が、当該生活用動産の保険価額の

３０％以上８０％未満である損害

（６）生活用動産の一部損とは、生活用動産の損害の額が、当該生活用動産の保険価額の

１０％以上３０％未満である損害

３　前項第１号から第３号までの建物の主要構造部の損害の額には、第１項の損害が生じた建

物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。

４　地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危

険が生じたため、建物全体が居住不能（一時的な場合を除きます）に至ったときは、これ

を地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物

の全損とみなして保険金を支払います。

５　地震等を直接または間接の原因とするこう水・融雪こう水等の水災によって建物が床上浸

水または地盤面より４５ｃｍを超える浸水を被った結果、当該建物に損害が生じた場合

（当該建物の第１項の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます）には、

これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた

建物の一部損とみなして保険金を支払います。この場合において、床上浸水とは、居住の

用に供する部分の床（畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます）を

超える浸水をいいます。
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６　前各項の損害の認定は、保険の目的が建物である場合には、当該建物ごとに行い、保険の

目的が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀ま

たは垣が保険の目的に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるもの

とします。この場合において、第２項第１号から第３号までの建物の保険価額には当該門、

塀または垣の保険価額を含みません。

第２条～第３条－省略－

第４条（保険金の支払額）

１　当会社は、第１条（保険金を支払う場合）の保険金として次の各号の金額を支払います。

（１）保険の目的である建物または生活用動産が全損となったときは、当該保険の目的の

保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。

（２）保険の目的である建物または生活用動産が半損となったときは、当該保険の目的の

保険金額の５０％に相当する額。ただし、保険価額の５０％に相当する額を限度と

します。

（３）保険の目的である建物または生活用動産が一部損となったときは、当該保険の目的

の保険金額の５％に相当する額。ただし、保険価額の５％に相当する額を限度とし

ます。

２　前項の場合において、この保険契約の保険の目的である次の各号に定める建物または生活

用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次の各号に定める額（以下「限度額」

といいます）を超えるときは、限度額をこの保険契約の保険金額とみなし前項の規定を適

用します。

（１）同一構内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物　５,０００万円

（２）同一構内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産　１,０００万円

１．　 　２５０万円

２．　 　５００万円

３．　１,０００万円

４．　２,０００万円
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問１３

　明さんは、自宅の建替えを検討している。明さんの現在の自宅の現況は、下記＜資料＞のようになっ

ている。建築基準法に従って、この土地に建物を建築する場合、建物の建築面積の最高限度を求めなさ

い。なお、計算結果については、小数点以下を切捨てとし、下記以外の要件は考慮しないこととする。

また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜資料＞

都市計画により定められた建ぺい率

・ 第二種住居地域　５／１０

・ 準住居地域　　　６／１０

（敷地面積　１６０ｍ2）

６ｍ道路

準住居地域

６０ｍ2

第二種住居地域

１００ｍ2
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問１４

　明さんは、公募の追加型株式投資信託を毎月定時定額で購入している。先日、取引を行っている証券

会社から、下記のような取引の明細が郵送されてきた。明細に記載された取引を行った直後（約定日）

のこの投資信託の評価額を計算し、その金額を解答欄に記入しなさい。なお、計算過程では小数点以下

の端数処理を行わず、解答で小数点以下の端数が生じたときは切り捨てることとする。また、解答に当

たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

［お取引の明細］

約定日 ２０１１年８月××日

受渡日 ２０１１年８月○○日

受渡金額 ４０,０００円 受渡累計額 １,４４０,０００円

約定金額

（１万口当たり）
　７,７９４円 今回の取引後残高 １,８５６,０２１口

取引前 　　　 △,△△△円
取引数量 ５１,３２１口

１万口当たり

取得元本 取引後 　　　 ◇,◇◇◇円

※この追加型株式投資信託については、購入時手数料は不要となっている。
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問１５

　平成１７年４月に「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」が施行された。この法律は、

一定件数以上の個人情報を管理している事業者を対象としているが、ＦＰも相談業務で顧客の個人情報

を扱うに当たっては十分な注意が必要である。個人情報とは何を指し、個人情報を扱うに当たってＦＰ

はどのような点に留意すべきか、３００字程度で述べなさい。

問１６

　明さんは、勤務先からの退職一時金で住宅ローンの残債を完済したいと考えている。仮に、明さんが

平成２３年９月３０日に退職をして、退職一時金を２,０００万円受け取った場合の退職所得の金額と

して、正しいものはどれか。なお、明さんは、大学卒業後の昭和５３年４月１日に入社し現在に至るが、

在職中に病気により１年間休職している。また、障害者になったことに基因する退職ではなく、本問に

記載のないデータ・情報等については一切考慮しないものとする。

１．　１１０万円

２．　１４５万円

３．　１８０万円

４．　２２０万円
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問１７

　明さんの父は、下記の土地を所有して月極駐車場にしており、将来、この土地は明さんが相続する予

定である。明さんは、ＦＰの氏家さんに、この土地の相続税評価額の試算を依頼したところ、この土地

は、普通住宅地区に該当し、正面路線価はａ、自用地として宅地と同様に評価するとの説明を受けた。

この土地の相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税

価格の計算の特例」は考慮しないこととする。

２００Ｃ

ｂ

２０ｍ

３０ｍ
土地

６００ｍ
2

ａ３００Ｃ

＜奥行価格補正率表（普通住宅地区)＞

１０ｍ以上　２４ｍ未満 １.００

２４ｍ以上　２８ｍ未満 ０.９９

２８ｍ以上　３２ｍ未満 ０.９８

＜側方路線影響加算率表（普通住宅地区)＞

角地の場合　 ０.０３

準角地の場合 ０.０２

１．　１７６,４００,０００円

２．　１７８,８００,０００円

３．　１８０,０００,０００円

４．　１８３,６００,０００円



－22－１級 実技試験(資産設計提案業務・2011.9.11)

問１８

　慶子さんの父（以下「被相続人」という）は、平成２３年３月２０日に死亡した。被相続人が所有し

ていた自宅敷地の取得者等の状況は下記のとおりである。被相続人の相続に係る相続税の計算において、

この土地に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」（以下「小規模宅地等の特例」

という）の適用を受けることのできる者が、その適用を受けた場合に減額される金額の合計額として、

正しいものはどれか。なお、減額される金額が最も多くなるように計算するものとする。また、被相続

人はほかに小規模宅地等の特例の適用を受けられる宅地等を所有しておらず、被相続人の妻（慶子さん

の母）および慶子さんは、この土地を被相続人に係る相続税の申告期限までに取得したものとする。

［自宅敷地の取得者等の状況］

取得者 取得割合 地積
相続税評価額（小規模

宅地等の特例適用前）

被相続人の相続開始直前

の利用状況

被相続人の妻 ２／３

慶子さん １／３
２４０ｍ

2
６,０００万円

被相続人および被相続人

の妻の居住用家屋の敷地

※自宅敷地上の居住用家屋は、すべて被相続人の所有であった。

※慶子さんは、被相続人と別居しており、生計も別であった。

１．　１,０００万円

２．　２,０００万円

３．　３,２００万円

４．　４,８００万円



－23－ １級 実技試験(資産設計提案業務・2011.9.11)

問１９

　明さんの父は、高齢なこともあって最近衰えが目立ち、介護保険による介護サービスを利用している。

ある月について、下記の＜条件＞で介護保険の在宅サービスを利用した場合、最終的に利用者本人が負

担する額として、正しいものはどれか。

＜条件＞

・ 介護サービス費用：２１０,０００円

・ 介護区分　　　　：要介護２

・ 介護区分に応じた介護保険の利用限度額：１９４,８００円

・ 介護保険による介護サービス費用の本人負担割合：１割

・ 高額介護サービス費の自己負担限度額：３７,２００円

１．　１５,２００円

２．　１９,４８０円

３．　３４,６８０円

４．　３６,２００円



－24終－１級 実技試験(資産設計提案業務・2011.9.11)

問２０

　明さんが勤める会社には、定年後の再雇用制度がある。明さんは、ＦＰの氏家さんに、下記＜資料＞

に基づき、再雇用後の賃金、在職老齢年金、雇用保険の高年齢雇用継続給付金を合わせた６２歳以降の

収入の試算を依頼した。氏家さんが試算した収入月額に関する下表の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる

金額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、問題作成の都合上、一部空欄（＊＊＊＊）にし

てある。

＜明さんの６２歳以降の収入月額＞

賃金月額（標準報酬月額） ２５万円（２６万円）

高年齢雇用継続給付金の支給額 （　ア　）

年金額（基本月額） １０万円

報酬による支給停止額 （　イ　）

高年齢雇用継続給付を受けたことによる

支給停止額
（　ウ　）

在職

老齢年金

支給停止後の支給額 （＊＊＊＊）円

収入月額 ２５万円＋（　ア　）＋（＊＊＊＊）円

＜資料＞

［明さんの年金額など］

・ ６２歳からの年金月額　：１０万円（この額は在職老齢年金の基本月額に当たる）

・ ６０歳到達時の賃金月額：４３万円

・ ６０歳以降の賃金月額　：２５万円（標準報酬月額は２６万円、６０歳以降は賞与なし）

［高年齢雇用継続給付金］

６０歳以降の賃金の対６０歳到達時賃金比 高年齢雇用継続給付金の支給額

６１％未満 ６０歳以降の賃金×１５％

６１％以上７５％未満 ６０歳以降の賃金×０％超１５％以下

７５％以上 支給されない

［６０歳台前半の在職老齢年金］

・ 報酬による支給停止額（月額）＝（基本月額＋総報酬月額相当額－２８万円）×１／２

※総報酬月額相当額＝標準報酬月額＋直近１年間に受けた標準賞与額÷１２

・ 高年齢雇用継続給付を受けたことによる支給停止額

標準報酬月額の対６０歳到達時賃金比 在職老齢年金の支給停止額

６１％未満 標準報酬月額×６％

６１％以上７５％未満 標準報酬月額×０％超６％以下

７５％以上 停止されない

１．（ア）３７,５００円　（イ）３５,０００円　（ウ）１５,６００円

２．（ア）３７,５００円　（イ）４０,０００円　（ウ）１５,６００円

３．（ア）３９,０００円　（イ）４０,０００円　（ウ）１５,０００円

４．（ア）３９,０００円　（イ）３５,０００円　（ウ）１５,０００円


